
就学前施設 AED 発注仕様書 

 

１．設置場所   

近江八幡市立の就学前施設 

八幡幼稚園、金田幼稚園、北里幼稚園、安土幼稚園、沖島幼稚園 

八幡保育所、桐原保育所、馬淵こども園、武佐こども園、老蘇こども園 

         

２．設置機具   

   日本光電工業 

自動体外除細動器（AED-3100）1 台 

使い捨てパッド〈P-740〉 ２枚        １セット 

BATTERY PACK〈SB-310V〉1 個 

    

３．仕様・性能等 

・JRS 蘇生ガイドライン 2020 に対応していること。 

・AED 本体及びパッドについては薬事法の承認を受けており、非医療従事者の

使用が認められている機器であること。 

・IEC 規格 IP66 の防塵・防水性を備えていること。 

・耐用期間 ８年間 

・保証期間 ８年間（メーカー保証） 

・動作温度 -5℃～50℃ 

・バッテリ 160 回以上の除細動ショックまたは、６時間以上の動作 

      （新品のバッテリ、20℃の時） 

・パッドについては、大人～小学生用、未就学児用を備えること。（兼用でも可） 

・ガイダンス 音声かつ光で指示  

・付属品：AED 用キャリングバッグ 設置管理タグ AED 操作ガイド 

 

上記性能を基に同等品の判断を行います。 

４．納入数量 

１０ セット（各施設に１セットずつ） 

 

５．納入期日 

   沖島幼稚園を除く 9 施設   令和７年１２月２６日（金） 

既設の AED の耐用年数が令和７年１２月末までのため１２月２６日（金）までに納入すること。 

沖島幼稚園         令和８年２月２７日（金） 

（製品が確保され次第、早期の納入をお願いします。） 

６．共通事項 

・機具の設置に必要な材料・部品等も含むものとする。 

・組立及び取付等使用可能な状態にするための費用（搬入・設置・調整・既設機器撤去処分費等）は全て含む

こと。 

・既設機器の撤去時においては、産業廃棄物管理表を発行し、それらにかかる費用も含むこと。 

・同等品については可とするが、同等品の場合は事前に監督員の審査を受けること。その場合、同等品規格確

認票と条件をクリアしていることが確認できるカタログ等を提出すること。 

・設置するにあたっては、製造業者が定めている組立て･取付の際の必要事項･留意事項を遵守すること。 

・設置場所、ならびに納入日時については、事前に施設長と協議すること。 

・納入の際は、担当者に対し本体及び付属品等の取り扱いについて説明を十分に行い、納入先より申し出があ

った場合、随時、機器使用について説明を行えるサポート体制を整えること。 

・保証期間内の消耗品（電極パッドおよびバッテリー）は、有効期限による定期交換に限らず救命時に使用し

た場合も保証期間内は回数制限なく供給すること。 



・故障による修理及び消耗品の経年劣化による交換または AED 使用後のメンテナンスなどが必要となった場       

 合には、納入先の求めに応じて速やかに対応し常に設置場所へ機器が備わる体制を整えること。 

・保証期間は納入完了日から起算して８年間とし、この期間納入業者の責任において故障、破損等の欠損を認

めたときは、その修理等（部品代金を含む）を無償で行いその期間代替品を用意すること。 

・納入及び設置等の際に生じるダンボール等のゴミについては、持ち帰り処分すること。 

・本仕様書に明記されていないもの及びその他納入内容について疑義が生じた場合は、発注者と受注者で協議

の上決定すること。 

 

７．その他 

・本物品の問い合わせについては、子ども健康部幼児課 （0748-36-5507）まで連絡すること。 


